
Title 司法省御雇外人カークード : 続続・明治法制史料雑纂 (三)
Sub Title W. M. H. Kirkwood, an Adviser to the Ministry of Justice
Author 手塚, 豊(Tezuka, Yutaka)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1967

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.40, No.3 (1967. 3) ,p.55- 63 

JaLC DOI
Abstract
Notes 資料
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19670315-0055

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


司
法
省
御
雇
外
人
力
i
ク

　
　
　
　
　
　
続
続
・
、
明
治
法
制
史
料
雑
纂
（
三
）

ー
ド
p

手

塚

豊

　
明
治
維
新
以
後
、
わ
が
国
の
近
代
的
法
律
制
度
の
整
備
、
拡
充
の
蔭
に
は
、

外
人
法
律
顧
問
の
存
在
を
み
の
が
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
．
中
で
も
、
刑
法
、
治

罪
法
、
民
法
な
ど
の
編
纂
に
直
接
関
与
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
（
9
窪
ぎ
壼
琶
の

功
績
は
、
余
り
に
も
大
き
く
且
つ
著
名
で
あ
る
が
、
・
彼
以
外
に
も
、
な
お
多
く
の

外
人
顧
問
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
か
な
り
の
貢
献
を
の
こ
し
て
い
る
。
そ
の
中

の
一
人
に
カ
ー
ク
ー
ド
（
毒
自
昼
ヨ
蜜
。
暮
護
奉
国
魯
言
馨
ひ
σ
田
鱒
ぎ
。
9
一
〇。
8
ー

一
8
①
）
が
い
る
。
彼
は
、
明
治
十
八
年
以
降
、
約
十
六
年
間
に
わ
た
つ
て
司
法

省
御
雇
外
人
の
地
位
に
あ
り
、
主
と
し
て
立
法
事
業
に
参
与
し
た
イ
ギ
リ
ス
人

で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
明
治
史
研
究
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て

い
な
い
。
重
久
篤
太
郎
、
天
野
敬
太
郎
編
「
明
治
文
化
関
係
欧
米
人
名
録
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
、
’
彼
の
名
は
の
つ
て
お
り
、
警
た
、
大
日
本
文
明
協
会
編
「
明
治
文
化
に
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

与
せ
る
欧
米
人
の
略
歴
」
に
も
、
彼
の
名
前
だ
け
は
の
つ
て
い
る
が
、
そ
の
略

歴
、
－
業
績
に
つ
い
て
の
記
事
は
全
く
欠
け
で
い
る
。
そ
れ
が
た
め
か
、
天
野
敬

　
　
　
司
法
省
御
雇
外
人
力
i
ク
ー
ド

太
郎
編
「
幕
末
明
治
来
朝
欧
米
人
に
関
す
る
文
献
一
覧
」
を
み
て
も
、
彼
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

す
る
紹
介
の
労
作
は
見
出
し
え
な
い
。
終
戦
後
の
明
治
史
研
究
に
お
い
て
も
、

独
立
の
論
考
で
彼
を
採
り
あ
げ
た
も
の
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は
み
あ
た
ら
な

い
。　

私
は
本
稿
で
、
こ
れ
ま
で
に
知
り
え
た
史
料
に
も
と
づ
き
ー
そ
れ
は
私
の

渉
猟
不
足
か
ら
甚
だ
貧
弱
な
も
の
で
は
あ
る
が
ー
彼
の
事
蹟
を
辿
つ
て
み
た

い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
じ

　
カ
！
ク
ー
ド
は
、
一
八
五
〇
年
、
イ
ギ
リ
ス
に
生
れ
た
。
マ
ル
ボ
ラ
・
カ
レ

ッ
ジ
（
旨
醇
ぎ
き
夷
げ
Q
＆
Φ
鵯
）
を
卒
業
、
日
本
に
来
朝
し
た
の
は
明
治
七
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

八
七
四
年
）
と
い
わ
れ
る
。
十
五
年
以
降
、
在
日
英
国
公
使
館
、
領
事
館
の
法

律
顧
問
と
な
り
、
ま
た
、
目
本
に
お
け
る
英
国
王
室
代
言
人
（
財
霞
蜜
a
Φ
皿
帯
、
。

9
。
類
ロ
》
牙
8
暮
Φ
）
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
三
三
三
）



　
　
　
司
法
、
省
御
雇
外
人
カ
ゴ
ク
｝
ド

　
　
　
　
　
　
ー
（
6
）

　
明
治
十
八
年
の
春
、
司
法
省
は
彼
を
招
聰
し
た
。
同
年
三
月
七
日
・
時
事
新

報
は
「
司
法
省
に
て
は
、
今
度
、
法
律
顧
問
と
し
て
英
人
力
i
ク
ウ
ー
ド
氏
を

雇
入
れ
た
る
よ
し
」
（
駒
臓
麟
静
轄
町
糊
下
）
と
報
じ
て
恥
る
。
翌
四
月
九
日
・
改
進

新
聞
は
、
そ
の
こ
と
を
さ
ら
に
詳
し
く
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
カ
ー
ク
ウ
ー
ド
氏
は
、
今
回
法
律
顧
問
員
と
し
て
我
司
法
省
に
雇
ひ
入
ら

　
れ
た
り
。
同
氏
は
、
我
国
に
来
住
し
て
よ
り
既
に
十
余
年
の
久
し
き
を
経
、

　
そ
の
間
、
代
言
を
業
と
し
て
横
浜
居
留
地
に
信
用
最
も
厚
き
人
な
り
。
且
つ

　
是
迄
は
英
国
王
室
附
属
代
言
人
の
職
を
帯
び
し
が
、
此
の
職
は
英
国
政
府
に

　
関
は
る
法
律
の
事
件
を
掌
る
者
に
て
、
極
め
て
重
要
の
職
な
る
が
、
同
氏
の

　
日
本
に
来
ら
ざ
る
以
前
、
英
政
府
は
日
本
に
此
職
を
置
か
ざ
り
し
．
然
る

　
に
、
今
回
、
同
氏
は
此
職
を
解
ぎ
て
我
が
司
法
省
法
律
顧
間
と
な
り
た
る

　
が
、
従
来
、
我
が
法
律
衛
門
に
は
仏
人
を
雇
ひ
入
た
る
の
み
に
て
、
其
の
英

　
人
を
使
用
す
る
は
、
同
氏
を
以
て
備
矢
と
す
。
尤
も
同
氏
は
日
を
定
め
て
司

　
法
省
に
出
で
、
是
ま
で
の
通
り
横
浜
に
於
て
代
言
事
件
を
取
る
N
と
い
ふ
。

　
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
則
つ
た
明
治
十
五
年
の
刑
法
、
治
罪
法
は
す
で
に
施

行
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
中
心
と
す
る
民
法
編
纂
事
業
も
開

始
さ
れ
て
い
た
に
も
か
』
わ
ら
ず
、
司
法
省
が
わ
ざ
わ
ざ
イ
ギ
リ
ス
人
法
律
家

を
招
い
た
の
に
は
、
何
か
特
別
の
理
由
が
あ
つ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

辺
の
事
情
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
同
年
九
月
十
九
日
、
両
国
中
村
楼
で
開
か
れ
た
英
吉
利
法
律
学
校
（
後
ち
の

中
央
大
学
）
の
開
校
式
に
、
彼
は
招
待
を
う
け
、
大
審
院
長
玉
乃
世
履
、
参
事

院
司
法
部
長
鶴
田
皓
、
慶
慮
義
塾
々
長
福
沢
諭
吉
、
東
京
大
学
総
理
浜
尾
新
等

　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
共
に
出
席
し
た
。
カ
：
ク
ー
ド
が
、
当
時
の
わ
が
法
曹
界
に
お
い
て
占
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
　
（
茎
二
四
）

い
た
地
位
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
5
。

　
カ
ー
ク
ー
ド
が
、
司
法
省
に
入
つ
た
明
治
十
八
年
内
に
、
彼
が
提
出
し
た
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

見
書
あ
る
い
は
答
申
書
の
類
は
十
七
編
が
一
括
し
て
残
つ
て
い
る
。
次
の
通
り

で
あ
る
．

　
第
一
　
英
国
判
決
録
発
行
手
続
具
申
書
（
一
八
八
五
年
八
月
二
十
二
日
、
司
法

　
　
卿
宛
）

　
　
　
こ
れ
は
判
決
録
の
作
製
方
法
を
述
べ
、
と
く
に
英
訳
本
の
出
版
を
希
望

　
　
　
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
　
明
治
十
八
年
三
月
六
日
附
司
法
省
布
達
第
千
五
十
七
号
中
二
載
ス
ル

　
　
裁
判
ノ
式
二
於
ル
私
見
（
一
八
八
五
年
八
月
三
十
一
日
、
宛
名
な
し
）

　
　
　
こ
れ
は
民
事
訴
訟
の
裁
判
方
式
を
英
米
法
的
に
改
め
る
こ
と
を
提
案
し

　
　
　
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
　
明
治
十
七
年
三
月
二
十
九
日
司
法
省
達
丁
第
八
号
民
事
訴
訟
二
関
ス

　
　
ル
呼
出
状
並
二
送
達
書
式
二
対
ス
ル
私
見
（
日
附
、
宛
名
な
し
）

　
第
四
　
金
貨
取
良
ノ
詞
訟
二
付
下
問
ノ
意
見
（
一
八
八
五
年
十
月
三
十
一
日
、

　
　
宛
名
な
し
）

　
第
五
　
外
務
省
ヨ
リ
B
本
ノ
会
社
二
傭
使
セ
ラ
ル
～
英
国
人
ハ
臼
本
ノ
取
締

　
　
法
二
拠
テ
支
配
セ
ラ
ル
玉
ヤ
云
々
二
付
下
問
ノ
意
見
（
日
附
、
宛
名
な
し
）

　
第
六
　
養
子
力
養
家
ノ
為
メ
ニ
セ
シ
負
債
二
関
ス
ル
下
問
ノ
意
見
（
一
八
八

　
　
五
年
十
月
十
五
日
、
宛
名
な
し
）

　
第
七
　
明
治
七
年
七
月
三
日
附
太
政
官
第
七
十
一
号
布
告
及
ヒ
明
治
七
年
九

　
　
月
四
日
附
司
法
省
第
二
十
三
号
布
達
二
載
ス
ル
身
代
限
書
類
書
式
二
対
ス

　
　
ル
私
記
（
一
八
八
五
年
九
月
三
十
日
、
宛
名
な
し
）



第
八
　
英
国
二
於
テ
権
利
義
務
若
ク
ハ
証
書
ニ
シ
テ
其
権
稗
ヲ
行
ヒ
又
ハ
義

　
務
ヲ
尽
ス
期
限
二
至
ラ
ス
云
々
ノ
者
ヲ
認
諾
セ
シ
ム
ル
訴
訟
手
続
ア
リ
ヤ

　
ノ
問
二
付
意
見
（
一
八
八
五
年
九
月
十
一
日
、
宛
名
な
し
）

第
九
　
米
国
工
1
・
エ
ス
バ
ア
ン
ス
商
会
出
版
ノ
書
籍
ヲ
ニ
ュ
；
ナ
シ
ョ
ナ

　
ル
リ
ー
ド
ル
化
学
自
在
ト
題
シ
出
版
セ
シ
ニ
付
私
印
偽
造
ナ
ル
ヤ
ノ
問
二

　
対
ス
ル
意
見
書
（
一
八
八
五
年
十
月
三
日
、
宛
名
な
し
）

第
十
　
軍
属
ノ
者
行
軍
中
軍
法
並
普
通
刑
法
二
触
ル
蕊
罪
ヲ
犯
セ
シ
ニ
軽
罪

　
裁
判
所
ハ
之
ヲ
常
人
ト
認
メ
テ
相
当
ノ
罰
二
処
シ
タ
リ
其
救
正
如
何
及
ヒ

　
外
二
件
ノ
問
二
対
ス
ル
意
見
（
一
八
八
五
年
十
月
三
日
、
司
法
卿
宛
）

　
　
「
外
土
件
」
は
「
常
人
ニ
シ
テ
軍
法
並
普
通
刑
法
二
触
ル
～
罪
ヲ
犯
シ

　
　
タ
ル
者
ヲ
軍
法
会
議
ハ
軍
属
ト
認
メ
テ
相
当
ノ
罰
二
処
シ
タ
リ
其
救
正

　
　
ノ
方
法
如
何
」
と
「
軍
法
会
議
ト
尋
常
法
衛
ノ
間
二
被
告
人
二
係
ル
管

　
　
轄
権
ノ
争
ヒ
ア
ル
時
ハ
之
ヲ
裁
定
ス
ル
ノ
方
法
如
何
」
で
あ
る
。

第
十
一
　
家
屋
賃
貸
敷
金
ノ
問
二
対
ス
ル
意
見
（
一
八
八
五
年
十
月
五
日
、

　
　
宛
名
な
し
）

第
十
二
　
警
察
ノ
疑
問
二
答
フ
ル
意
見
（
日
附
、
宛
名
な
し
）

　
　
こ
れ
は
、
英
国
警
察
制
度
と
く
に
警
察
学
校
の
状
況
を
報
告
し
た
も
の

　
　
で
あ
る
。

第
十
三
　
財
産
差
押
二
関
ス
ル
問
（
日
附
、
宛
名
な
し
）

　
　
こ
れ
は
二
重
に
差
押
が
な
さ
れ
た
場
合
の
先
取
権
の
問
題
を
論
じ
た
も

　
　
の
で
あ
る
』

第
十
四
　
農
工
商
粗
合
社
則
違
反
者
処
分
二
付
疑
問
ノ
意
見
（
一
八
八
五
年

　
六
月
十
一
日
、
宛
名
な
し
）

司
法
省
御
雇
外
人
力
ー
レ
ー
ド

　
　
　
こ
れ
は
、
明
治
十
八
年
六
月
五
日
、
省
内
民
法
局
よ
り
翻
訳
課
宛
、
英

　
　
　
米
独
仏
の
実
例
調
査
を
依
頼
．
こ
れ
に
対
し
て
カ
：
ク
ー
ド
が
英
国
の

　
　
　
状
況
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
蘇
訳
課
は
省
内
記
録
局
の
一

　
　
　
課
で
あ
る
．

　
第
十
五
　
年
賦
金
滞
二
付
前
契
約
ヲ
破
壊
シ
一
時
請
求
ス
ル
ヲ
得
ル
ヤ
ノ
問

　
　
二
付
意
見
（
一
八
八
五
年
六
月
十
二
日
、
司
法
卿
宛
）

　
第
十
六
　
根
抵
当
公
証
ノ
義
二
付
疑
問
ノ
意
見
（
一
八
八
五
年
六
月
十
三
日
、

　
　
司
法
卿
宛
）

　
第
十
七
　
負
債
者
身
代
限
処
分
公
売
ノ
件
疑
問
二
付
意
見
（
一
八
八
五
年
六

　
　
月
二
十
七
日
、
司
法
卿
宛
）

　
宛
名
の
な
い
も
の
も
あ
る
が
　
（
日
本
文
へ
の
翻
訳
者
が
省
略
し
た
の
で
あ
ろ

う
）
、
す
べ
て
司
法
卿
宛
と
み
て
い
い
。
明
治
十
九
年
以
降
す
く
な
く
と
も
次
に

述
べ
る
彼
の
外
務
省
法
律
取
調
委
員
会
委
員
就
任
ま
で
は
、
司
法
省
内
に
お
い

て
前
年
同
様
の
答
申
並
に
意
見
具
申
を
つ
づ
け
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
関

す
る
文
書
は
散
侠
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
こ
の
頃
、
彼
が
起
草
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
に
「
現
行
民
事
手
続
意

（
9
）

見
書
」
が
あ
る
。

　
民
事
訴
訟
法
は
、
明
治
十
七
年
五
月
以
降
、
内
閣
御
雇
ド
イ
ツ
人
テ
ッ
ヒ
ョ

i
（
出
霞
馨
9
額
魯
暑
）
に
よ
つ
て
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
十
九
年
六
月
、
全
八

七
四
条
の
草
案
が
完
成
し
た
。
い
わ
ゆ
る
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
草
案
と
呼
ば
れ
る
も
の

　
（
P
）

で
あ
る
．
こ
の
編
纂
に
際
し
、
司
法
省
で
は
従
来
の
成
文
単
行
法
ど
慣
習
法
を

条
文
の
形
に
集
録
し
た
「
日
本
現
行
訴
訟
手
続
」
（
南
部
甕
男
編
）
を
作
つ
て
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

考
資
料
に
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
．
と
こ
ろ
が
、
現
存
す
る
も
の
は
「
民
事
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
三
三
五
）



　
　
　
　
司
法
省
御
雇
外
人
力
！
ク
ー
ド

訟
手
続
」
（
全
四
九
五
条
）
と
題
す
る
も
の
で
、
ご
れ
に
は
十
八
年
三
月
の
法
令

（
醐
飴
餅
翻
笙
萌
歌
日
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
編
纂
時
期
は
、
そ
れ
以

前
に
は
遡
れ
な
い
。
そ
れ
が
た
め
、
「
日
本
現
行
訴
訟
手
続
」
と
「
民
事
訴
訟

手
続
」
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
す
癒
わ
ち
．
両
者
は
同
じ
も
の
な
の
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

そ
れ
と
も
後
者
は
前
者
の
増
補
版
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し
も
両
者
が

同
じ
と
す
れ
ば
、
「
日
本
現
行
訴
訟
手
続
」
は
実
在
し
な
か
つ
た
こ
と
に
な
り
、

ま
た
．
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
が
編
纂
に
着
手
し
て
か
ら
約
一
ヵ
年
間
は
、
そ
う
し
た
参

考
資
料
は
も
つ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
に
な
る
。

　
カ
ー
ク
ー
ド
の
「
現
行
民
事
手
続
意
見
書
」
は
、
「
民
事
訴
訟
手
続
」
に
対

し
て
逐
条
的
に
自
己
の
意
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
起
草
の
時
期
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
い
く
ら
遅
く
み
て
も
十
九
年
六
月
の
テ
ッ
ヒ
ョ
i
草
案
完
成
以
前

の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
以
後
に
お
い
て
、
カ
ー
ク
ー
ド
に
民
事
訴
訟
全

般
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
る
と
す
れ
ぽ
、
直
接
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
草
案
に
対
し
て

の
所
見
を
徴
す
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
．
こ
の
意
見
書
は
、
十
八
年
三
月
以
降
お

そ
ら
く
は
同
年
九
月
テ
ッ
ヒ
ョ
：
原
案
の
審
査
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
に

（
カ
ー
ク
ー
ド
意
見
書
中
に
、
一
八
八
五
年
六
月
二
日
．
六
日
、
十
三
日
、
二
十
五

日
の
日
附
が
散
見
す
る
）
、
当
時
の
わ
が
国
民
事
訴
訟
の
実
状
に
対
す
る
カ
ー
ク

ー
ド
の
所
見
を
求
め
た
こ
と
に
対
す
る
答
申
で
あ
つ
た
と
、
私
は
考
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

テ
ッ
ヒ
ョ
ー
起
草
の
原
案
は
す
で
に
十
八
年
二
月
に
一
応
完
成
し
、
さ
ら
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

の
修
正
案
は
同
年
七
丹
に
成
稿
を
み
て
い
る
。
同
年
九
月
か
ら
の
審
査
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拓
）

の
修
正
案
（
訴
訟
規
則
）
を
採
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
．
こ
の
時
期
に
際
し
、

そ
う
し
た
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
起
草
の
原
案
あ
る
い
は
そ
の
修
正
案
に
対
し
て
で
は
な

く
、
直
接
に
わ
が
民
事
訴
訟
手
続
の
実
状
に
対
し
て
カ
ー
ク
ー
ド
の
所
見
を
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
三
三
六
）

め
た
司
法
省
の
態
度
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
テ
ッ
ヒ
ョ
r
の
原
案
は
も

ち
ろ
ん
ド
イ
ッ
民
事
訴
訟
法
に
則
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
全
く
別
に
、

イ
ギ
リ
ス
法
学
者
に
対
し
て
わ
が
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
所
見
を
求
め
た
と

い
う
事
実
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
司
法
省
の
意
向
は
、
か
な
ら
ず
し
も
テ

ッ
ヒ
ョ
！
原
案
一
辺
倒
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
つ
て
は
、
原
案
起
草
者
が
テ
ッ

ヒ
ョ
ー
か
ら
カ
ー
ク
ー
ド
に
変
り
え
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
結
果
的
に
は
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
原
案
の
修
正
、
審
査
が
つ
づ
け
ら
れ

た
か
ら
、
カ
ー
ク
ー
ド
の
意
見
書
は
、
彼
を
原
案
起
草
老
に
す
る
ほ
ど
ま
で
に

は
、
高
く
評
価
さ
れ
な
か
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
カ
ー
ク
ー
ド
の
「
現
行
民
事
手
続
意
見
書
」
が
、
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
原
案
審
査
の

段
階
に
お
い
て
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
後
の
外
務
省
あ
る
い
は
司
法
省
の
法
律
取

調
委
員
会
（
い
ず
れ
も
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
草
案
を
基
に
し
て
編
纂
が
す
す
め
ら
れ
た
）
に

お
け
る
民
事
訴
訟
法
編
纂
過
程
に
お
い
て
、
多
少
と
も
貢
献
し
た
か
ど
う
か
の

問
題
は
、
将
来
、
明
治
民
事
訴
訟
法
編
纂
史
研
究
の
進
展
に
伴
い
、
解
明
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
ほ
か
、
こ
の
頃
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
彼
の
業
績
に
「
内
外
交
渉
訴
訟

入
費
意
見
書
」
（
日
附
な
し
、
司
法
卿
宛
）
お
よ
び
カ
ー
ク
ウ
ー
ド
編
著
、
香
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

駒
太
郎
、
山
本
謙
三
共
訳
「
英
国
証
拠
論
」
（
明
治
十
九
年
、
写
本
）
が
あ
る
。

　
明
治
十
八
年
、
司
法
省
に
入
つ
た
直
後
に
お
け
る
カ
ー
ク
ー
ド
の
活
躍
は
、

以
上
に
述
べ
た
諸
意
見
書
類
の
存
在
な
ど
に
ょ
つ
て
、
十
分
こ
れ
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

○



　
明
治
十
九
年
八
月
六
日
、
外
務
省
に
井
上
外
相
（
馨
）
を
長
と
す
る
法
律
取

調
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
元
老
院
の
民
法
編
纂
局
あ
る

い
は
司
法
省
民
法
編
纂
委
員
会
の
事
業
を
ひ
き
つ
ぎ
、
条
約
改
正
問
題
に
対
応

し
つ
つ
諸
法
典
の
編
纂
を
開
始
す
る
や
、
カ
：
ク
ー
ド
は
、
法
律
取
調
委
員
に

任
命
さ
れ
た
。
外
国
人
委
員
は
、
彼
以
外
に
、
内
閣
御
雇
外
人
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

お
よ
び
司
法
省
御
雇
外
人
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ド
ル
フ
（
○
暮
。
閃
＆
。
5
－
で
あ
る
。

こ
の
委
員
会
に
は
、
外
務
省
御
雇
外
人
の
中
か
ら
、
ド
イ
ッ
人
の
E
・
デ
ル

ブ
リ
ュ
ッ
ク
（
国
り
づ
警
U
o
一
び
吋
■
o
閥
）
、
ベ
ル
ヒ
マ
ン
（
q
o
げ
層
5
5
＄
閃
零
畷
筥
即
昌
）
、
F

・
デ
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ク
（
頴
一
舞
∪
。
ぎ
置
鼻
）
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
サ
ト
ー
，
（
電
＆
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

》
且
冨
≦
o
α
暮
。
≦
）
の
四
名
が
「
法
律
取
調
委
員
列
員
」
と
し
て
参
加
し
た
．
「
列

員
」
は
補
助
委
員
の
意
味
で
あ
ろ
う
．
さ
ら
に
翌
二
十
年
四
月
の
委
員
増
員
に

際
し
て
は
、
外
国
人
と
し
て
内
閣
御
雇
外
人
の
ロ
エ
ス
レ
ル
（
瀬
彗
餌
馨
図
。
串

毎
）
と
モ
ッ
セ
（
ヒ
宮
旨
竃
。
馨
）
が
、
委
員
に
追
加
さ
れ
、
ま
た
「
列
員
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

の
ベ
ル
ヒ
マ
ソ
が
委
員
に
昇
任
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
多
数
の
外
人
法
律
家
を
委
員
に
加
え
て
発
足
し
た
外
務
省
法

律
取
調
委
員
会
が
、
実
際
に
そ
の
事
業
を
開
始
し
た
の
は
、
二
十
年
四
月
か
ら

と
い
わ
れ
る
が
、
わ
ず
か
数
ヵ
月
で
、
み
る
べ
き
成
果
も
あ
げ
ざ
る
ま
ま
中
止

さ
れ
、
そ
の
事
業
は
ふ
た
た
び
司
法
省
に
移
管
、
同
年
十
月
二
十
一
日
、
あ
ら

た
に
山
田
法
相
（
顕
義
）
を
長
と
す
る
法
律
取
調
委
員
会
に
改
組
さ
れ
た
。
こ

の
時
、
日
本
人
委
員
は
大
幅
に
変
更
さ
れ
た
が
、
外
人
委
員
の
中
、
誰
が
退
任

し
た
か
は
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
同
年
十
一
月
七
日
・
時

事
新
報
が
、
法
律
取
調
委
員
会
に
つ
い
て
「
来
る
十
日
後
よ
り
日
々
会
議
を
開

く
の
手
筈
な
り
と
云
ふ
．
尤
も
此
委
員
中
に
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
険
　
・
イ
ス
レ

　
　
　
司
法
省
御
雇
外
人
力
i
ク
ー
ド

ル
、
カ
ー
ク
ー
ド
、
サ
ト
ウ
氏
等
都
合
七
名
の
御
雇
外
人
も
加
は
り
居
り
て

外
人
は
重
に
起
案
の
事
を
専
務
と
し
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
カ
1
ク

ー
ド
が
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
等
と
共
に
残
留
し
た
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
る
。

　
こ
の
委
員
会
に
お
け
る
彼
の
功
績
と
し
て
ま
ず
第
一
に
あ
ぐ
べ
き
も
の
は
、

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
起
稿
と
推
定
さ
れ
て
い
る
法
例
草
案
（
二
十
一
年
十
月
頃
ま

で
に
成
稿
）
に
対
し
て
提
出
し
た
意
見
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
『
一
般
二
法
律

ノ
適
用
二
関
ス
ル
総
則
』
三
十
五
条
二
付
テ
法
律
取
調
委
員
長
司
法
大
臣
閣
下

二
捧
呈
ス
ル
鄙
見
」
と
題
す
る
長
文
の
も
の
で
、
明
治
二
十
二
年
九
月
十
日
に

　
　
（
20
×
翫
）

提
出
さ
れ
た
。

　
明
治
二
十
三
年
民
法
編
纂
史
の
研
究
、
中
で
も
人
事
編
に
関
す
る
点
は
、
終

戦
後
、
非
常
な
進
展
を
み
た
が
、
当
時
入
事
編
草
案
の
冒
頭
に
編
入
さ
れ
て
い

た
「
法
例
」
編
纂
の
沿
革
に
関
す
る
部
分
だ
け
は
、
考
察
の
枠
外
に
取
り
の
こ

さ
れ
た
分
野
で
あ
つ
た
。
近
時
、
川
上
太
郎
博
士
の
論
考
が
出
る
に
及
ん
で
、

よ
う
や
く
こ
の
方
面
の
研
究
に
も
開
拓
の
燭
光
が
み
え
は
じ
め
た
．
カ
ー
ク
ー

ド
の
意
見
書
も
、
川
上
博
士
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
採
り
あ
げ
ら
れ
、
次
の
よ
う

に
非
常
に
た
か
い
評
価
が
あ
た
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
司
法
省
法
律
顧
問
、
閣
イ
ギ
リ
ス
人
カ
ー
ク
ー
ド
が
法
律
取
調
委
員
長
司
法

　
大
臣
山
田
顕
義
に
あ
て
て
提
出
し
た
そ
れ
は
、
よ
く
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
る
．
い
ち
い
ち
根
拠
を
あ
げ
て
草
案
を
修
正
す
べ
き
ゆ
え
ん
を
詳
述
し
、
そ

　
の
上
で
自
己
の
修
正
意
見
を
具
体
案
の
形
で
示
し
て
い
る
。
…
…
カ
ー
ク
ー

　
ド
の
意
見
は
草
案
修
正
案
の
作
成
に
あ
ず
か
つ
て
力
が
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ

　
る
だ
け
で
な
く
、
国
際
私
法
立
法
の
参
考
資
料
と
し
て
学
説
や
学
会
の
決
議

　
な
ど
を
数
多
く
引
用
し
て
い
る
点
で
、
の
ち
の
立
法
学
説
に
至
大
の
影
響
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
（
三
三
七
V



　
　
　
　
司
法
省
御
雇
外
人
カ
ー
ク
ー
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
お
よ
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
博
士
は
、
意
見
書
の
内
容
を
詳
し
く
検
討
さ
れ
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
も
い

つ
て
お
ら
れ
る
．

　
　
明
治
二
三
年
法
例
の
編
纂
さ
れ
る
当
時
ま
で
は
、
わ
が
国
の
国
際
私
法
研

　
究
は
大
体
に
お
い
て
、
外
人
学
者
の
手
引
き
に
よ
る
仏
伊
国
際
私
法
学
の
盲

　
目
的
な
、
翻
訳
導
入
の
状
態
に
あ
つ
た
と
言
え
よ
う
。
…
…
こ
の
仏
伊
法
学
一

　
遍
倒
の
学
間
的
傾
向
に
対
し
、
英
米
法
学
派
の
立
場
か
ら
…
…
深
刻
な
批
判

　
が
な
さ
れ
る
に
い
た
る
こ
と
は
当
然
の
推
移
で
あ
る
。
…
…
旧
法
例
の
立
法

　
に
さ
い
し
提
出
せ
ら
れ
た
、
カ
ー
ク
ー
ド
の
意
見
書
は
こ
の
批
判
の
最
初
の

　
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
こ
の
意
見
書
ば
わ
が
国
に
お
け
る
国
際
私
法
研
究
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

　
向
を
一
変
，
さ
せ
る
き
つ
か
け
を
つ
く
つ
た
も
の
と
、
私
は
考
え
て
い
る
．

　
な
お
、
こ
れ
よ
り
先
き
、
明
治
二
十
年
十
一
月
二
十
二
日
・
め
ざ
ま
し
新
聞

に
は
、

　
　
海
上
保
険
法
　
兼
々
内
閣
法
制
局
法
制
部
に
て
調
査
中
な
り
し
同
法
律
案

　
は
、
・
今
度
更
に
法
律
取
調
委
員
会
に
て
立
案
す
る
こ
と
』
な
り
し
を
以
て
、

　
参
考
の
た
め
法
制
局
立
案
の
草
稿
数
十
葉
を
同
会
へ
交
附
せ
ら
れ
準
る
由
、

　
文
、
聞
く
処
に
拠
れ
ば
、
同
法
の
起
稿
者
は
前
内
閣
御
傭
た
り
し
独
逸
人
テ

　
ッ
ヒ
ョ
ー
氏
な
り
し
が
、
今
度
同
会
に
て
は
、
英
人
カ
ー
ク
ー
ド
氏
に
命
ず

　
る
由
。
蓋
し
氏
は
我
邦
よ
り
の
委
員
と
し
て
前
後
二
回
万
国
商
法
会
議
に
臨

　
み
居
れ
ぽ
、
本
法
の
如
き
は
最
も
適
当
の
こ
と
と
思
は
る
。

　
と
い
う
報
道
を
の
せ
て
い
る
が
、
カ
ー
ク
ー
ド
が
果
し
て
海
上
保
険
法
の
草

案
を
起
案
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
他
に
徴
す
べ
き
資
料
が
な
い
の
で
、

疑
い
を
の
こ
し
て
お
く
。
因
み
に
、
彼
の
万
国
商
法
会
議
へ
の
出
席
は
、
誤
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
（
三
三
八
）

　
　
　
　
（
鍛
）

の
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
、
．
カ
ー
ク
！
ド
が
法
律
取
調
委
員
会
に
お
い
て
提
案
し
た
意
見
書

に
、
次
の
ご
と
き
も
の
が
あ
る
。

　
　
現
今
ヲ
以
テ
商
法
草
案
第
一
編
第
一
章
乃
至
第
六
章
ヲ
発
布
ス
ル
事
二
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茄
）

　
シ
司
法
大
臣
閣
下
二
奉
呈
ス
ル
意
見
書
（
一
八
八
八
年
三
月
十
五
日
）

　
　
民
法
商
法
二
於
ル
事
ノ
両
論
ト
及
両
法
問
ノ
抵
触
ト
ヲ
避
ク
ル
為
メ
従
フ

　
可
キ
方
法
二
付
法
律
取
調
委
員
長
ナ
ル
司
法
大
臣
閣
下
二
捧
呈
ス
ル
ノ
意
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
書
（
一
八
八
八
年
五
月
二
十
六
日
）

　
　
民
事
訴
訟
法
箒
六
百
五
十
一
条
二
関
ス
ル
意
見
書
（
一
八
八
八
年
十
一
月

　
　
　
（
蟹
）

　
二
十
一
日
）

　
　
民
法
草
案
財
産
編
第
三
七
三
条
二
関
ス
ル
意
見
（
一
八
八
九
年
九
月
七

　
（
認
）

　
日
）

　
法
律
取
調
委
員
会
の
中
心
人
物
は
も
ち
ろ
ん
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
で
あ
る
が
、
そ

の
「
草
案
下
調
」
の
任
に
あ
た
る
「
報
告
委
員
」
（
醐
鰍
肱
紺
群
慰
覇
贈
細
陥
射
）
の

大
部
分
も
、
フ
ラ
ソ
ス
法
を
修
め
た
新
進
気
鋭
の
日
本
人
法
律
家
で
あ
つ
た
。

そ
れ
が
た
め
、
委
員
会
内
部
に
郭
け
る
草
案
編
成
の
雰
囲
気
は
、
フ
ラ
ソ
ス
法

的
な
傾
向
が
圧
倒
的
に
優
勢
で
あ
つ
た
と
み
て
い
い
。
そ
の
中
に
あ
つ
て
、
イ

ギ
リ
ズ
人
法
学
者
カ
ー
ク
ー
ド
の
存
在
は
全
く
異
色
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

英
国
法
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
助
言
は
、
楚
に
貴
重
で
あ
つ
た
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
彼
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
は
ち
が
つ
た
意
味
に
お
い
－
て
、
十
分
に
顧
問

的
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
か
の
有
名
な
伊
藤
首
相
（
博
文
）
官
邸
に
お
け
る
仮
装
舞
踏
会
（
二

十
年
四
月
二
十
日
）
に
、
カ
ー
ク
ー
ド
が
「
西
洋
の
帝
王
」
に
扮
し
て
参
加
し



た驚翁
　　の）
　　は

あ
た
か
も
彼
が
外
務
省
法
律
取
調
委
員
会
委
員
時
代
の
こ
と
で
あ
つ

○

　
明
治
二
十
三
年
四
月
二
十
一
日
、
民
法
中
、
，
財
産
編
、
財
産
取
得
編
（
前
半
）
、

債
権
担
保
編
、
証
拠
編
が
公
布
さ
れ
た
。
つ
づ
い
て
十
月
七
日
、
法
例
お
よ
び

民
法
中
の
人
事
編
並
に
財
産
取
得
編
（
後
半
）
、
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
法

律
取
調
委
員
会
の
成
果
で
あ
つ
て
1
元
老
院
そ
の
他
で
修
正
を
み
た
部
分
も

す
く
な
く
な
い
が
ー
い
わ
ゆ
る
旧
法
例
、
旧
民
法
で
あ
る
。

　
公
布
当
初
か
ら
、
司
法
省
は
そ
の
英
訳
を
企
画
し
た
よ
う
で
あ
る
．
日
本
の

新
法
典
を
諸
外
国
に
紹
介
す
る
目
的
か
ら
で
あ
つ
た
．
し
か
し
、
そ
の
英
訳
が

公
刊
さ
れ
た
の
は
、
十
月
七
目
公
布
の
部
分
だ
け
で
あ
つ
て
、
四
月
二
十
一
日

公
布
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
英
訳
に
着
手
し
た
か
ど
う
か
も
明
ら
か
で
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

そ
の
公
刊
本
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
蟄
旨
o
。
陰
蕊
（
霞
巳
暮
還
。
哺
旨
。
ユ
§
Φ
y
い
暫
≦
9
暫
層
一
陣
s
菖
魯
o
隔
夢
o
蜜
≦
の

　
言
㎎
①
β
Φ
蜜
一
〇
騰
噛
碧
導
●
9
＜
一
一
〇
〇
含
Φ
o
騰
計
冨
P
切
o
o
犀
暑
ひ
げ
Φ
宣
奢
o
崩

　
驚
議
o
夢
一
〇〇
旨
。

　
　
版
権
所
有
者
　
司
法
省
記
録
課

　
　
出
版
元
　
博
文
本
社
（
東
京
銀
座
四
丁
目
〉

　
　
初
版
　
明
治
二
十
五
年
六
月
二
十
四
日

　
　
再
版
　
同
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
内
容
　
明
治
二
十
三
年
十
月
七
日
公
布
法
律
第
九
七
号
法
例
お
よ
び
同
日

　
　
　
　
　
公
布
法
律
第
九
八
号
民
怯
人
事
編
の
英
訳
．
全
九
八
頁
。

　
　
　
　
司
法
省
御
雇
外
人
力
ー
ク
ー
㌍

幹
跨
。
路
α
（
窪
旨
げ
蔓
。
隔
旨
豊
8
y
9
琶
O
a
9
切
。
。
評
自
夢
Φ
寅
≦
。
馬

　鋤

β
鼠
詮
江
o
b
o
騰
胃
o
冨
旨
ざ
一
〇〇
〇
ド

　
　
版
権
所
有
者
　
司
法
省
記
録
課

　
　
出
版
元
　
博
文
本
社
（
東
京
銀
座
四
丁
昌
）

　
　
出
版
　
明
治
二
十
五
年
六
月
二
十
四
目

　
　
内
容
　
明
治
二
十
三
年
十
月
七
日
公
布
第
九
八
号
民
法
財
産
取
得
編
第
一

　
　
　
　
　
三
章
相
続
、
第
一
四
章
贈
与
及
び
遺
贈
、
第
一
五
章
夫
婦
財
産
契

　
　
　
　
　
約
の
英
訳
。
全
四
九
頁
。

　
両
著
共
に
、
醗
訳
者
の
氏
名
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
司
法
省
公

訳
と
い
う
意
味
で
、
個
人
名
を
省
略
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
翻

訳
者
が
カ
ー
ク
ー
ド
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
数
年
前
、
、
向
井
健
氏
に
よ
つ
て
指
摘

さ
れ
た
。
そ
の
論
拠
は
、
明
治
二
十
三
年
五
月
七
日
・
東
京
日
日
新
聞
が
「
山

田
法
律
取
調
委
員
長
に
は
、
今
度
発
布
に
な
り
た
る
民
法
を
悉
皆
英
文
に
翻
訳

し
、
夫
々
へ
贈
ら
れ
る
由
に
て
、
其
の
醗
訳
は
司
法
省
雇
英
国
人
カ
ー
ク
ー
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

氏
に
嘱
託
せ
ら
れ
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
カ
ー
ク
ー
ド
の
英
訳
は
、
そ
う
し
た
民
法
典
の
一
部
だ
け
で
は
な

く
、
民
法
と
相
並
ん
で
公
布
さ
れ
た
民
事
訴
訟
法
（
二
十
三
年
四
月
二
十
一
日

公
布
）
、
商
法
（
同
年
三
月
二
十
七
日
公
布
）
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
。
法
治
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

会
雑
誌
・
明
治
二
十
四
年
九
月
号
は
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
其
の
筋
に
て
は
、
憲
法
の
正
条
を
英
文
に
蘇
訳
し
た
る
の
例
に
倣
ひ
た
る

　
に
や
、
今
度
、
日
本
新
法
典
の
法
文
を
英
文
に
翻
訳
し
て
、
丁
外
国
政
府
公
使

　
等
の
閲
覧
に
便
せ
ん
と
て
、
御
雇
英
国
人
力
ー
ク
ー
ド
氏
を
し
て
、
先
づ
商

　
扶
及
び
民
事
訴
訟
法
を
翻
訳
せ
し
め
た
る
に
、
此
程
巳
に
脱
稿
し
た
る
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
（
三
三
九
）



　
　
　
可
法
省
御
雇
外
人
力
ー
グ
ー
ド

　
て
目
下
修
正
中
な
る
由
、
尚
ほ
民
法
も
不
臼
同
蘇
訳
に
着
手
す
る
筈
な
り
と

聞
く
（
簾
譲

　
こ
の
報
道
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
カ
ー
ク
ー
ド
は
前
掲
の
民
法
翻
訳
に
先
立

ち
、
商
法
、
民
事
訴
訟
法
の
翻
訳
を
完
了
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
．
こ
の
翻
訳

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
公
刊
本
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
の
三
ぎ
¢
笥
（
客
汐
糞
蔓
o
暁
旨
悉
8
y
O
o
言
含
忠
o
貯
一
〇
a
ρ
一
〇〇
8
●

　
　
版
権
所
有
者
　
司
法
省
記
録
課

　
　
出
版
元
　
博
文
本
社
（
東
京
銀
座
四
丁
目
）

　
　
出
版
　
明
治
二
十
五
年
六
月
七
日

　
　
内
容
　
明
治
二
十
三
年
三
月
二
十
七
日
公
布
法
律
第
三
二
号
商
法
（
旧
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
　
　
　
法
）
の
英
訳
。
全
三
三
九
頁
。

　
の
窪
ぎ
・
ま
（
冒
ぎ
蓉
藁
o
馬
魯
蟄
8
）
堕
目
冒
Φ
Q
a
Φ
o
場
9
＜
協
勺
り
8
亀
弩
Φ
o
輪

　
影
冨
戸
一
〇〇
〇
b
o
9

　
　
版
権
所
有
者
　
司
法
省
記
録
課

　
　
初
版
　
明
治
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

　
　
訂
正
再
版
　
明
治
二
十
六
年
三
月
十
四
日

　
　
内
容
　
明
治
二
十
三
年
四
月
二
十
一
日
公
布
法
律
第
二
九
号
民
事
訴
訟
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
騒
）
（
3
5
）

　
　
　
　
　
の
英
訳
。
全
三
一
四
頁
。

　
い
ず
れ
も
、
，
醗
訳
者
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
前
述
の
民
法
の
場
合

と
、
同
様
の
理
由
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
語
に
精
通
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
カ
ー
ク
ー
ド
の
翻
訳
で
あ
る
か

ら
、
省
内
日
本
人
法
律
家
の
援
助
の
も
と
に
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

氏
名
は
わ
か
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
　
（
三
四
〇
）

　
従
来
、
明
治
時
代
の
法
典
の
外
国
語
へ
の
翻
訳
者
と
し
て
は
、
東
京
帝
国
大

学
で
ド
イ
ッ
法
を
講
じ
て
い
た
レ
ー
ン
ホ
ル
ム
　
（
い
且
且
σ
q
瀬
導
晋
ロ
じ
。
魯
－

7
。
ぎ
）
の
名
が
、
学
界
で
は
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
、
明
治
三
十
一
年
民
法
の

独
訳
、
同
三
十
二
年
商
法
の
独
訳
、
仏
訳
、
同
四
十
年
刑
法
の
英
訳
、
独
訳
な

ど
、
多
く
の
業
績
を
残
し
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
ー
ク
ー
ド
の
業
績
は
、
こ
れ
に

次
ぐ
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
司
法
省
公
訳
」

の
蔭
に
か
く
れ
て
、
彼
の
名
が
全
く
伝
わ
ら
な
い
の
は
、
彼
に
と
つ
て
宴
に
不

運
で
あ
つ
た
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

○

　
明
治
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日
、
愛
媛
県
沖
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
製
造

さ
れ
回
航
中
の
日
本
海
軍
水
雷
砲
艦
千
島
（
七
五
〇
ト
ン
、
艦
長
心
得
海
軍
大
尉

鏑
木
誠
）
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ー
オ
i
汽
船
会
社
所
属
の
ラ
ベ
ン
ナ
号
（
響
お
－

暮
即
．
三
〇
〇
〇
ト
γ
、
船
長
ブ
ロ
ー
ン
ス
）
と
接
触
し
て
沈
没
、
相
手
方
も
小
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

し
た
。
当
時
、
日
英
間
に
紛
争
を
生
じ
た
い
わ
ゆ
る
千
島
艦
事
件
の
勃
発
で
あ

る
．
千
島
で
は
、
分
隊
長
海
軍
大
尉
貴
島
才
蔵
他
七
十
三
名
が
、
艦
と
運
命
を

共
に
し
、
救
助
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
に
鏑
木
大
尉
以
下
十
六
名
で
あ
つ
た
。
こ

の
事
件
に
も
、
カ
ー
ク
ー
ド
は
、
日
本
政
府
を
代
表
す
る
弁
護
人
と
し
て
関
係

し
た
。
訴
訟
の
経
過
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
翌
二
十
六
年
五
月
六
日
、
政
府
は
弁
護
士
岡
村
輝
彦
、
ワ
ル
フ
ォ
ー
ド
（
＞
琴

再
。
器
畢
妻
亀
ま
邑
を
代
理
人
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
横
浜
領
事
裁
判
所
に
、
八
十

五
万
円
の
損
害
賠
償
を
出
訴
し
た
。
ピ
ー
オ
i
汽
船
会
社
の
代
理
人
は
、
在
日

イ
ギ
リ
ス
人
弁
護
士
と
し
て
著
名
の
ラ
ウ
ダ
ー
（
き
巨
劉
ぎ
邑
＆

で
あ
る
．



裁
判
は
同
月
二
十
五
日
か
ら
開
か
れ
た
．
こ
れ
に
先
立
ち
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
前

年
十
二
月
二
十
八
日
、
横
浜
領
事
館
の
海
事
審
判
で
ラ
ベ
ン
ナ
号
船
長
に
過
失

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
　
　
　
　
　
　
◎

な
し
と
審
判
し
て
お
り
、
日
本
側
で
は
二
十
六
年
一
月
二
十
六
日
．
海
軍
の
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

法
会
議
で
鏑
木
大
尉
に
対
し
無
過
失
と
み
と
め
免
訴
の
言
渡
を
し
、
ま
た
、
長

崎
地
方
裁
判
所
は
、
同
年
二
月
二
十
四
日
、
ラ
ベ
ソ
ナ
号
に
乗
込
ん
で
い
た
水

先
案
内
人
北
野
由
兵
衛
に
対
し
、
過
失
殺
人
（
糊
贈
計
｛
群
矧
）
を
以
て
罰
金
二
百

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

円
の
刑
に
処
し
て
い
た
。
横
浜
領
事
裁
判
所
の
公
判
開
始
前
、
す
で
に
日
英
双

方
の
認
識
は
正
反
対
で
、
互
に
相
手
方
の
過
失
を
み
と
め
て
い
た
の
で
あ
る
．

　
公
判
は
は
じ
め
か
ら
紛
糾
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
側
は
種
々
の
理
由
を
設
け
て
日

本
側
を
攻
撃
し
た
。
ま
ず
原
告
の
名
が
日
本
政
府
と
い
う
の
は
不
明
確
で
あ
る

か
ら
、
天
皇
の
名
を
出
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
ま
た
原
告
は
当
法
廷

の
裁
判
に
服
す
る
宣
誓
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
ら
の
主
張
が

裁
判
所
に
ょ
つ
て
斥
け
ら
れ
る
や
、
六
月
十
二
日
の
法
廷
で
、
十
万
ド
ル
の
反

訴
を
請
求
、
本
訴
と
反
訴
の
合
併
審
理
、
そ
し
て
ま
た
反
訴
に
対
し
て
日
本
側

が
適
当
な
保
証
金
を
出
す
べ
き
こ
と
を
要
請
し
た
。
裁
判
所
は
、
六
月
二
十

日
、
反
訴
に
対
し
「
日
本
天
皇
二
対
シ
奉
リ
日
本
領
海
二
於
テ
其
臣
僚
タ
ル
モ

ノ
ノ
不
当
航
海
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
損
害
ヲ
求
メ
ソ
ト
ス
ル
訴
ハ
英
国
法
廷
二
於
テ

　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

起
訴
ス
ル
ヲ
得
ス
」
と
の
理
由
で
、
却
下
の
判
決
を
下
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
カ
ー
ク
ー
ド
は
、
五
月
三
十
一
日
、
六
月
十
二
臼
の
公
判
に
出
廷
し
た
。
日

本
側
代
理
人
に
、
彼
が
追
加
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
横
浜
領
事
裁
判
所
の
反
訴
却
下
の
判
決
を
不
服
と
し
た
汽
船
会
社
は
、
上
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

の
領
事
裁
判
所
（
支
那
日
本
高
等
裁
判
所
）
へ
控
訴
し
た
。
日
本
側
は
代
理
人
と

し
て
カ
ー
ク
ー
ド
を
派
遣
し
た
。

　
　
　
　
司
法
省
御
雇
外
人
カ
ー
ク
ー
ド

　
同
年
十
月
二
十
五
日
、
上
海
の
高
等
裁
判
所
は
、
第
一
審
判
決
を
破
棄
、
汽

船
会
社
に
反
訴
の
権
を
み
と
め
る
判
決
を
下
し
た
。
同
月
二
十
八
日
、
カ
ー
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
（
必
）

ー
ド
は
情
然
と
帰
京
し
た
。

　
こ
れ
よ
り
先
き
、
横
浜
領
事
裁
判
所
に
お
い
て
、
公
判
進
行
中
、
天
皇
の
名

が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
世
間
に
伝
わ
る
や
、
世
論
は
猛
然
と
政
府
を
攻
撃
し
た
。

そ
し
て
ま
た
．
上
海
に
お
け
る
日
本
側
の
敗
訴
で
、
英
国
に
対
す
る
憤
激
、
政

府
に
対
す
る
非
難
は
白
熱
的
に
燃
え
あ
が
り
、
遂
に
第
五
帝
国
議
会
解
散
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

原
因
と
も
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
政
府
は
、
英
国
枢
密
院
へ
上
告
を
決
意
し
．
金
子
堅
太
郎
、
末
松
謙
澄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

ら
を
派
遣
せ
ん
と
し
た
が
、
逡
巡
し
て
う
け
ず
、
遂
に
岡
村
輝
彦
に
全
権
を
委

任
し
て
、
二
十
七
年
一
月
、
ロ
ン
ド
ン
ヘ
派
遣
し
た
。
英
国
枢
密
院
の
公
判

は
、
二
十
八
年
五
月
か
ら
開
か
れ
、
七
月
三
日
、
控
訴
判
決
を
破
棄
し
、
横
浜

領
事
裁
判
所
の
判
決
を
回
復
す
る
旨
の
判
決
が
行
わ
れ
た
．
日
本
側
の
主
張
が

み
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
事
件
は
ふ
た
た
び
横
浜
領
事
裁
判
所
へ
戻
さ
れ
、
二
十
八
年
十
一
月
四
日
か

ら
公
判
再
開
の
予
定
に
な
つ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
先
ぎ
立
つ
九
月
十
九
日
、
当

事
者
間
に
和
解
が
成
立
．
、
訴
訟
費
用
の
他
に
英
貨
一
万
ポ
ン
ド
を
汽
船
会
社
が

　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
〉

支
払
つ
て
落
着
し
た
。

　
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
勝
訴
で
、
弁
護
士
岡
村
輝
彦
の
名
は
内
外
に
知
れ
わ
た

つ
た
。
そ
れ
に
反
し
て
、
カ
ー
ク
！
ド
の
立
場
は
み
じ
め
で
あ
つ
た
。
上
海
で

の
敗
訴
が
と
く
に
彼
一
人
の
責
任
と
は
決
し
て
思
え
な
い
が
、
皇
に
不
運
な
め

ぐ
り
合
せ
に
、
ま
き
こ
ま
れ
た
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

六
三

（
三
四
一
）



司
法
省
御
雇
外
人
力
i
ク
ー
ド

○

　
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
年
）
、
カ
ー
ク
ー
ド
は
余
暇
を
利
用
し
て
東
洋
各
地

を
歴
訪
し
た
。
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
で
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
調
査
団
を
助
け
、
ア

メ
リ
カ
国
会
か
ら
感
謝
の
辞
を
う
け
た
。
ま
た
、
台
湾
で
は
蕃
族
の
間
に
数
ヵ

月
間
滞
在
し
て
貴
重
な
体
験
を
積
み
、
わ
が
台
湾
統
治
機
構
の
整
備
に
も
種
々

の
助
言
を
あ
た
え
た
と
い
う
。
帰
京
後
、
彼
が
書
い
た
復
命
書
の
断
片
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
台
湾
に
は
明
治
憲
法
を
施
行
す
べ
か
ら
ず
と
い
う
意

　
　
　
（
4
8
）

見
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
49
）

　
明
治
三
十
四
年
七
月
三
十
一
日
、
彼
は
満
期
解
傭
と
な
つ
た
。
東
洋
各
地
巡

遊
後
の
数
年
間
の
動
静
は
、
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
。
同
三
十
四
年
八
月
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

行
の
法
律
新
聞
第
四
九
号
は
、
「
司
法
省
御
雇
英
人
叙
勲
」
と
題
し
て
次
の
よ

う
な
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
て
い
る
。

　
　
司
法
省
御
雇
英
国
人
カ
ー
ク
ー
ド
氏
は
、
今
般
満
期
帰
国
に
付
き
、
其
筋

　
に
て
は
氏
が
明
治
十
八
年
以
来
、
司
法
事
務
に
貢
献
せ
し
功
労
に
対
し
勲
二

　
等
旭
日
重
光
章
を
贈
与
す
る
こ
と
に
決
し
、
先
頃
御
裁
可
奏
請
中
の
処
、
御

　
勅
許
相
成
り
た
る
を
以
て
、
不
日
叙
勲
の
御
沙
汰
あ
る
べ
し
と
云
ふ
。
因
に

　
云
ふ
、
氏
が
之
れ
ま
で
受
領
し
つ
』
あ
り
し
報
酬
は
月
銀
賃
千
円
、
官
邸
料

　
六
十
円
な
り
と
ぞ
。

　
正
確
な
月
日
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
後
い
く
ば
く
も
な
く
し
て
帰
国
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
帰
国
し
て
か
ら
の
カ
ー
ク
ー
ド
の
動
静
に
つ
い
て
、
く
わ
し
い
こ
と
は
わ
か

ら
な
い
が
、
第
一
次
欧
州
大
戦
の
際
は
、
陸
軍
省
の
検
閲
官
に
任
命
さ
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
　
（
三
四
二
）

と
も
あ
り
、
そ
の
後
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
関
係
の
各
種
要
職
に
在
任
し
た
よ
う

で
あ
る
。
　
一
九
二
六
年
（
大
正
十
五
年
）
五
月
二
十
八
日
逝
去
、
享
年
七
十
五

歳
。
彼
の
生
涯
に
お
い
て
、
日
本
司
法
省
顧
間
の
時
代
が
、
も
つ
と
も
華
や
か

な
も
の
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
重
久
篤
太
郎
、
天
野
敬
太
郎
「
明
治
文
化
関
係
欧
米
人
名
録
」
・
圏
研
究

　
　
第
一
〇
巻
四
号
（
昭
和
十
二
年
）
・
五
五
九
頁
。

　
（
2
）
　
「
明
治
文
化
に
寄
与
せ
る
欧
米
人
の
略
歴
」
・
「
明
治
文
化
発
祥
記
念
誌
」

　
　
（
大
正
十
三
年
）
附
録
・
六
頁
。

　
（
3
）
　
天
野
敬
太
郎
．
「
幕
末
明
治
時
代
来
朝
欧
米
人
に
関
す
る
文
献
一
覧
」
K
の

　
　
部
咲
観
光
第
二
巻
七
号
（
昭
和
十
七
年
）
・
二
四
頁
。

　
（
4
）
　
日
本
以
外
に
お
け
る
カ
ー
ク
ー
ド
の
略
歴
は
、
蓼
。
≦
器
蓼
。
狐
曾
①
1

　
　
一
〇
い
o
o
o
い
い
O
こ
O
戸
お
禽
一
ウ
鐙
一
に
ょ
る
。

　
（
5
）
　
重
久
、
天
野
・
前
掲
人
名
録
・
五
五
九
頁
。
両
氏
が
カ
ー
ク
ト
ド
の
来
朝

　
　
年
を
「
一
八
七
四
年
」
ど
さ
れ
る
典
拠
を
、
私
は
残
念
な
が
ら
見
出
し
え
な
い
。

　
（
6
）
　
「
司
法
沿
革
誌
」
明
治
十
八
年
の
項
に
は
、
カ
ー
ク
ー
ド
雇
傭
の
記
事
を

　
　
欠
く
（
九
四
頁
・
1
九
八
頁
）
。
そ
の
ほ
か
、
こ
の
雇
傭
に
つ
い
て
の
公
式
文

　
　
書
を
見
出
し
え
な
い
の
で
、
正
確
な
雇
入
れ
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
。

　
（
7
）
　
「
中
央
大
学
五
十
年
史
」
（
昭
和
三
十
年
）
・
｝
○
頁
ー
一
一
頁
。

　
（
8
）
　
法
務
図
書
館
蔵
「
明
治
十
八
年
分
．
カ
ー
ク
ウ
ー
ド
意
見
書
綴
込
」
二
冊

　
　
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
中
の
一
冊
は
、
戦
災
で
焼
失
し
た
。
戦
前
、
目
本
学
術

　
　
振
興
会
が
、
明
治
の
立
法
資
料
を
覆
刻
し
た
際
、
二
冊
を
合
併
し
て
そ
の
中
に

　
　
採
り
入
れ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
た
わ
け
か
、
そ
の
表
題
が
「
現
行
民

　
　
事
訴
訟
手
続
二
対
ス
ル
カ
ー
ク
ー
ド
氏
意
見
書
」
と
誤
り
記
さ
れ
た
の
で
、
内

　
　
容
と
一
致
し
な
い
。

　
　
　
な
お
．
、
第
一
か
ら
第
十
七
の
番
号
は
、
学
振
版
の
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
が



　
（
意
見
書
二
冊
を
合
併
し
た
と
き
、
配
列
を
変
更
し
て
い
る
）
、
年
代
順
で
も
な

　
く
、
そ
の
他
と
く
に
意
味
の
あ
る
配
列
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
．
ま
た
、
こ
の

　
意
見
書
は
、
明
治
二
十
二
年
に
内
閣
記
録
局
で
編
纂
し
た
「
諸
官
庁
訳
書
目

　
録
」
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
　
（
「
明
治
文
化
資
料
叢
書
」
第
七
巻
・
書
目
編
・

　
五
五
九
頁
参
照
）
。

（
9
）
　
法
務
図
書
館
旧
蔵
「
カ
ー
ク
ウ
ー
ド
現
行
民
事
手
続
意
見
書
」
が
そ
れ
で

　
あ
る
。
原
本
は
戦
災
で
焼
失
し
た
が
同
書
も
ま
た
日
本
学
術
振
興
会
に
よ
つ
て

　
「
現
行
民
事
訴
訟
手
続
及
ヒ
カ
ー
ク
ー
ド
氏
意
見
書
」
と
し
て
覆
刻
さ
れ
て
い

　
る
。

（
1
0
）
　
石
井
良
助
「
明
治
文
化
史
・
法
制
編
」
・
四
一
六
頁
以
下
、
兼
子
一
　
「
民

　
事
訴
訟
法
の
制
定
ー
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
草
案
を
中
心
と
し
て
i
」
・
「
東
京
帝
国

　
大
学
学
術
大
観
・
法
学
部
、
経
済
学
部
」
・
二
二
三
頁
以
下
等
参
照
。

（
1
1
）
　
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
の
書
い
た
報
告
書
に
は
「
南
部
甕
男
氏
の
統
率
の
下
に
行
わ

　
れ
た
所
の
、
現
在
日
本
で
妥
当
す
る
訴
訟
法
の
法
典
化
し
た
も
の
」
と
い
う
の

　
み
で
、
．
特
定
の
書
名
題
目
も
作
製
年
も
明
示
し
て
い
な
い
　
（
蒙
魯
。
ヨ
自
糞
－

　
≦
¢
蕊
①
ぽ
霞
9
〈
ロ
箕
8
窪
砿
象
身
琶
㎎
隔
母
掛
冨
P
弓
o
一
蔓
o
」
o。
o

。
ρ
幹
同
）
石
井

　
博
士
は
「
日
本
現
行
訴
訟
手
続
」
（
前
掲
書
・
四
一
六
頁
〉
と
い
わ
れ
、
兼
子
博

　
士
は
「
日
本
訴
訟
手
続
」
（
前
掲
学
術
大
観
・
二
二
四
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
．

（
1
2
）
．
石
井
博
士
は
、
両
者
を
同
じ
と
み
る
「
考
え
方
の
方
が
あ
た
つ
て
い
る
よ

　
う
に
思
わ
れ
る
琶
と
い
わ
れ
て
い
る
　
（
前
掲
書
・
四
一
，
七
頁
）
。
兼
子
博
士
の

　
こ
の
点
の
考
証
は
あ
い
ま
い
で
あ
つ
て
、
両
者
を
同
じ
も
の
と
さ
れ
つ
つ
、
な

　
お
「
民
事
訴
訟
手
続
」
を
「
明
治
十
五
年
頃
」
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
お
ら
れ

　
る
（
前
掲
論
文
・
前
掲
学
術
大
観
・
二
二
四
頁
）
。
、
私
も
「
目
本
現
行
訴
訟
手

　
続
」
の
原
本
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
、
両
者
を
同
じ
と
す
る
説
に
賛
成
し
て
お
く
。

（
1
3
）
　
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
は
、
十
七
年
五
月
、
起
草
に
着
手
し
た
当
時
、
す
で
に
若
干

司
法
省
御
雇
外
人
カ
ー
ク
ー
ド

　
の
草
案
を
用
意
し
て
い
た
。
こ
の
案
並
に
そ
の
後
の
起
草
案
を
司
法
省
内
に
設

　
け
ら
れ
た
訴
訟
法
予
備
会
議
（
委
員
長
玉
乃
世
履
）
で
、
整
理
、
審
査
が
行
わ

　
れ
た
の
で
あ
る
。

（
M
V
　
十
八
年
二
月
完
成
案
を
、
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
並
に
予
備
会
議
が
修
正
を
加
え
た

　
も
の
で
、
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
訴
訟
規
則
修
正
原
案
、
邦
訳
で
は
訴
訟
規
則
と
呼
ば
れ

　
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
三
好
退
蔵
を
委
員
長
と
す
る
民
事
訴
訟
法
取
調
委
員
会
で
審
査
、
修
正
が

　
行
わ
れ
、
翌
十
九
年
六
月
、
司
法
大
臣
山
田
顕
義
に
確
定
案
が
上
申
さ
れ
た
．

（
1
6
）
　
法
務
図
書
館
蔵
「
内
外
交
渉
訴
訟
入
費
意
見
書
ス
司
法
省
罫
紙
六
二
枚
）
。

　
同
書
も
、
前
掲
諸
官
庁
訳
書
目
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
註
8
・
参
照
）
。
ま

　
た
、
「
英
国
証
拠
論
」
（
司
法
省
罫
紙
一
一
七
枚
）
も
、
法
務
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

　
て
い
る
。

（
1
7
）
　
星
野
通
「
明
治
民
法
編
纂
史
研
究
」
・
八
七
頁
以
下
参
照
。

（
1
8
）
　
「
外
務
省
創
立
以
来
雇
外
国
人
調
」
（
昭
和
三
十
八
年
・
外
務
省
）
・
四
頁
。

（
1
9
）
　
星
野
・
前
掲
書
・
八
八
頁
ー
八
九
頁
。

（
2
0
）
　
「
民
法
編
纂
二
関
ス
ル
諸
意
見
並
雑
書
」
（
三
×
日
本
学
術
振
興
会
版
）
に

収
録
さ
れ
て
い
る
「
カ
ル
ク
ー
ド
氏
民
法
人
事
編
（
自
第
一
条
至
第
三
十
五
条
）

　
二
関
ス
ル
意
見
」
が
そ
れ
で
あ
る
（
民
諸
三
ノ
三
七
ー
一
四
三
）
。
な
お
、

　
川
上
太
郎
「
日
本
国
に
お
け
る
国
際
私
法
の
形
成
過
程
㌧
神
戸
法
学
雑
誌
第

　
一
五
巻
四
号
六
七
六
頁
参
照
。
、

（
2
1
）
　
提
出
日
は
、
川
上
博
士
の
推
定
に
よ
る
。

（
2
2
）
　
川
上
・
前
掲
論
文
・
六
六
二
頁
。

（
2
3
）
　
前
掲
論
文
・
六
八
八
頁
ー
六
八
九
頁
。

（
2
4
）
　
カ
ー
ク
ー
ド
が
司
法
省
に
入
つ
た
以
後
、
万
国
商
法
会
議
は
、
十
八
年
と

　
二
十
年
の
夏
に
、
い
ず
れ
も
ベ
ル
ギ
ー
で
開
か
れ
た
が
、
日
本
代
表
委
員
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
　
（
三
四
三
）



司
法
省
御
雇
外
人
力
i
ク
ー
ド

　
前
の
場
合
が
内
閣
顧
問
耳
エ
ス
レ
ル
、
・
後
の
場
合
が
大
審
院
第
二
局
長
松
岡
康

　
毅
で
あ
つ
て
（
前
掲
司
法
沿
革
誌
・
九
六
頁
、
　
一
〇
四
頁
）
、
彼
が
派
遣
さ
れ

　
た
形
跡
は
な
い
。

（
2
5
）
　
「
旧
法
律
取
調
委
員
会
二
関
ス
ル
書
類
」
（
圓
本
学
術
振
興
会
版
Y
旧
商

　
一
ノ
一
以
下
。

（
2
6
）
　
h
民
法
編
纂
二
関
ス
ル
意
見
書
・
二
号
」
（
同
前
）
・
民
意
ニ
ノ
ニ
〇
二
以

　
下
。
こ
れ
と
類
似
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
法
務
図
書
館
旧
蔵
「
カ
ー
ク
ウ

　
ッ
ざ
・
民
法
商
法
交
渉
事
項
二
関
ス
ル
意
見
書
」
が
あ
つ
た
が
、
戦
災
に
よ
つ

　
て
焼
失
し
た
。

（
2
7
）
　
「
民
法
編
纂
二
関
ス
ル
諸
意
見
並
二
雑
書
」
（
哺
）
　
（
同
前
）
・
民
諸
一
ノ

　
ニ
ニ
以
下
。

（
2
8
）
　
「
民
法
草
案
財
産
編
第
三
七
三
条
二
関
ス
ル
意
見
」
（
同
前
）
・
民
国
ノ
ニ

　
四
以
下
。

（
2
9
）
　
明
治
二
十
年
四
月
二
十
二
日
・
時
事
新
報
。
こ
の
記
事
は
．
自
由
党
史

　
（
岩
波
文
庫
版
下
巻
・
一
五
六
頁
以
下
）
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
3
0
）
　
司
法
省
調
査
部
「
欧
文
に
醗
訳
せ
ら
れ
た
大
日
本
帝
国
法
典
目
録
」
（
噌
）

　
・
法
曹
会
雑
誌
第
一
八
巻
七
号
・
九
四
頁
！
九
五
頁
。

（
3
1
）
　
向
井
健
「
旧
民
法
関
係
書
二
題
」
・
巌
南
堂
書
目
第
八
七
号
（
昭
和
三
十
三

　
年
）
・
一
頁
。

（
3
2
）
　
法
治
協
会
雑
誌
第
三
号
・
六
〇
頁
ー
六
一
頁
。
こ
の
資
料
は
、
向
井
健

　
君
の
御
示
教
に
よ
る
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
。

（
3
3
）
　
司
法
省
調
査
部
・
前
掲
論
文
（
二
）
・
法
曹
会
雑
誌
第
一
八
巻
八
号
・
八

　
六
頁
－
八
八
頁
，

（
鈎
）
　
前
掲
論
文
（
三
）
・
法
曹
会
雑
誌
第
一
八
巻
十
号
・
一
〇
三
頁
－
一
〇

　
四
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
六
　
　
　
　
（
一
二
四
四
）

（
3
5
）
　
な
室
本
書
の
巻
末
に
＞
巨
。
注
ヨ
Φ
旨
亀
爵
。
Q
＆
。
亀
9
芭
零
◎
8
身
冨

　
と
題
し
、
明
治
三
十
一
年
法
律
第
一
一
号
民
法
施
行
法
の
規
定
に
も
と
づ
き

　
（
第
五
一
条
、
第
五
四
条
、
第
五
五
条
）
、
民
事
訴
訟
法
中
改
正
さ
れ
た
第
六
四

九
条
、
第
七
三
三
条
、
第
七
三
四
条
の
改
正
条
文
の
英
訳
を
附
加
し
た
も
の
も

　
あ
る
が
、
そ
の
出
版
年
月
は
不
明
で
あ
る
。

（
3
6
）
　
千
島
艦
事
件
に
つ
い
て
は
、
岡
村
輝
彦
「
千
島
艦
事
件
ノ
要
領
」
（
奥
平

昌
洪
「
日
本
弁
護
士
史
」
r
七
一
九
頁
以
下
に
所
収
）
、
「
軍
艦
千
島
英
船
ラ
ベ
ン

　
ナ
衝
突
提
訴
一
件
」
（
日
本
外
交
文
書
第
二
六
巻
二
四
〇
頁
以
下
）
、
「
軍
艦
千

島
英
船
ラ
ベ
ン
ナ
衝
突
提
訴
一
件
」
（
同
前
第
二
八
巻
三
〇
〇
頁
以
下
）
、
「
千

島
艦
事
件
」
（
明
治
二
十
六
年
十
二
月
、
報
知
社
刊
）
等
が
有
力
な
文
献
で
あ

る
。
な
お
、
「
千
島
艦
事
件
」
は
、
明
治
文
化
全
集
第
十
一
巻
（
外
交
編
）
に

覆
刻
、
収
録
さ
れ
て
い
る
（
五
二
三
頁
以
下
V
。
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条
約
改
正
史
の
研
究
」

（
4
4
）

（
4
5
）

　
村
毅
「
明
治
文
化
の
話
・
ま
わ
り
灯
籠
」
（
昭
和
三
十
四
年
）

（
4
6
）
　
前
掲
日
本
弁
護
士
史
・
七
一
八
頁
。

（
4
7
）
　
前
掲
書
・
七
四
一
頁
。

明
治
二
十
五
年
十
二
月
二
日
・
時
事
新
報
。

同
年
十
二
月
二
十
九
日
・
時
事
新
報
。

明
治
二
十
六
年
一
月
二
十
七
目
・
時
事
新
報
。

同
年
二
月
二
十
四
臼
・
時
事
新
報
。

前
掲
千
島
艦
事
件
・
一
六
頁
。

前
掲
書
・
六
頁
、
八
頁
。

イ
ギ
リ
ス
領
事
裁
判
の
審
級
制
に
つ
い
て
は
、
下
村
富
士
男
「
明
治
初
年

　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
十
七
年
）
・
四
二
頁
以
下
参
照
。

明
治
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日
・
郵
便
報
知
新
聞
。

尾
佐
竹
猛
「
千
島
艦
事
件
」
解
題
・
前
掲
文
化
全
集
・
三
八
頁
以
下
、
木

二
頁
以
下
等
参
照
。



（
48
）
　
「
カ
ー
グ
ー
ド
の
台
湾
観
」
・
日
本
弁
護
士
協
会
録
事
第
八
号
（
明
治
三
十

　
一
年
）
・
一
一
〇
頁
…
』
一
一
頁
。
明
治
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第

　
六
三
号
で
、
台
湾
を
内
地
と
異
な
る
法
域
と
定
め
喪
こ
と
か
ら
、
明
治
憲
法
が

　
台
湾
に
施
行
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
問
題
に
な
り
．
世
間
で
は
げ
し
い
議

　
論
が
行
わ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
六
三
間
題
で
あ
る
。

〈
4
9
）
　
前
掲
司
法
沿
革
誌
に
は
、
明
治
二
十
九
年
八
月
一
日
の
項
に
　
「
英
国
人

　
董
i
テ
ー
ク
、
カ
ー
ク
ッ
ド
ヲ
傭
聰
シ
其
ノ
期
間
ヲ
満
四
年
ト
ス
」
（
一
六
九

　
頁
）
、
同
三
十
四
年
七
月
三
十
一
日
の
項
に
「
傭
法
律
顧
問
英
国
人
モ
ン
テ
■
グ
、

　
カ
ー
ク
ウ
ッ
ド
満
期
解
傭
ト
ナ
ル
」
（
二
〇
五
頁
）
と
い
う
記
事
が
あ
る
の
み

　
で
あ
る
。
二
十
九
年
以
前
の
傭
聰
記
事
、
ま
た
、
三
十
三
年
八
月
の
契
約
一
年

　
延
長
の
記
事
が
、
な
ぜ
洩
れ
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
（
註
6
・
参
照
）
。

ハ
豹
）
　
法
律
新
聞
第
四
九
号
（
明
治
三
十
四
年
八
月
二
十
六
日
）
．
二
四
頁
。

後
記
　
本
稿
起
草
に
際
し
、
法
学
部
教
授
伊
東
乾
氏
、
義
塾
図
書
館
参
考
調
査

　
　
課
長
丸
山
信
氏
の
御
援
助
を
う
け
た
。
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

司
法
省
御
雇
外
人
力
i
ク
ー
ド

六
七

（
三
四
五
）


